
（歳入）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 54.7 億円

（歳出）
・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 879.4 億円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

障がい者福祉事業 17,272,700 7,693,358 4,143,876 49,000 481,183 549,000 4,356,283

高齢者福祉事業 1,445,884 6,432 0 0 785,969 73,000 580,483

児童福祉事業 32,358,642 15,992,662 6,329,203 34,800 836,960 2,508,000 6,657,017

母子福祉事業 3,048,214 867,778 120,401 0 63,706 224,000 1,772,329

生活保護扶助事業 13,364,545 9,788,625 3,319 0 250,260 372,000 2,950,341

社会福祉総務事業 665,962 1,163 496 10,500 78,468 64,000 511,335

小　　　　計 68,155,947 34,350,018 10,597,295 94,300 2,496,546 3,790,000 16,827,788

介護保険事業 6,113,556 258,484 128,001 0 0 641,000 5,086,071

国民健康保険事業 3,641,317 410,795 1,318,319 0 0 214,000 1,698,203

小　　　　計 9,754,873 669,279 1,446,320 0 0 855,000 6,784,274

高齢者医療事業 6,177,879 3,575 1,071,547 0 7,269 571,000 4,524,488

病院事業 192,931 0 0 0 0 22,000 170,931

疾病予防対策事業 2,878,353 360,566 192,638 5,400 663,458 185,000 1,471,291

医療提供体制確保事業 775,702 5,739 23,304 127,600 176,593 50,000 392,466

小　　　　計 10,024,865 369,880 1,287,489 133,000 847,320 828,000 6,559,176

87,935,685 35,389,177 13,331,104 227,300 3,343,866 5,473,000 30,171,238

保健
衛生

合　　　　　　計

平成２６年４月より税率が引き上げられました消費税の引上げ分の地方消費税収については、「消費税法第１条第２
項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費」に
充てるものとすることが「地方税法」（昭和２５年法律第２２６号）上に明記されています。

社 会 保 障
財源化分の
地方消費税
交 付 金

そ の 他

社会
福祉

社会
保険

４　地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当一覧

事　　業　　名 経 費

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国庫支出金 県 支 出 金 市 債 そ の 他
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